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１．はじめに 

本市においては、平成２９年（2017 年）４月に水道施設の適切な資産管理を実施するため中長

期にわたる「守口市水道局アセットマネジメント（案）」を策定し、パブリックコメントを経て１１月に公

表を行いました。以後、アセットマネジメントで決定しました浄水場再編に向けた事業を推進する

ため、引続き平成３０年度（2018 年度）において、具体的な実施計画の策定と共に予算化に向け

た準備を進めておりました。 

 一方、水道を取り巻く環境は、少子高齢化に伴う人口減少化において、高度経済成長期に急

速な普及に伴い拡張した施設が今後更新のピークを迎える中、近年頻発する大規模な地震や風

水害など自然災害への備えも余儀なくされ、経営環境は非常に厳しい状況にあります。加えて、

水道は地域独占の事業であり、その役割を各市町村がそれぞれの行政区域で完結する事業体

制を執っており、府下においても１０万人前後の中・小規模の水道事業体が多く存在しており共

通した課題を抱えながら事業運営を行っています。 

このように水道を取り巻く環境の変化に対応するため、府下の水道事業の基盤強化において

広域的な連携が必要であるとの観点から、大阪府が中心となって府下の４３市町村及び大阪広域

水道企業団（以下「企業団」という。）を構成団体として、「府域一水道に向けた水道のあり方協議

会」を昨年８月に発足しました。 この協議会の部会の一つとして、淀川流域に浄水場を持つ事業

体（企業団、大阪市、枚方市、吹田市、守口市の５事業体９浄水場）において、「淀川系浄水場最

適配置専門部会」が立ち上げられ、将来の人口動向や水需要予測を踏まえた浄水場施設の統

廃合等最適配置について検討が行われました。   

当専門部会が進む中、本市浄水場に隣接する企業団（庭窪浄水場）、大阪市（庭窪浄水場）の

庭窪エリアに位置する３浄水場の統廃合が焦点となり協議が行われた結果、企業団の浄水場は

既に耐震施設への更新が完了していたこと、大阪市の浄水場は３系統のうち１系統が耐震化を完

了していたことなど、当面、両者の具体的な最適配置は考えにくい状況でありましたが、本市の場

合、冒頭で述べたとおり浄水場施設の本格的な更新に向け準備を進めている矢先でありました。 

 こうした状況を踏まえ、本市浄水場の整備のあり方について、大阪府が中心となって企業団及

び大阪市との４者による協議が精力的に行なわれ、庭窪エリアの浄水場の適正配置において、ま

ずは大阪市と守口市の最適配置を目指すべく大阪市から庭窪浄水場の共同運用について提案

が行われました。 以後、大阪市と詳細な検討を進め、浄水場の共同運用と現行の浄水場再編と

の比較をするため中長期にわたる財政収支シミュレーションを行い、加えて災害時等の非常時に

おける対応等幅広く効果の確認を行い、スケールメリットなど多くの効果が得られることやその早

期発現が期待できますことから、先に策定したアセットマネジメントの改定を行い、将来にむけた

事業方針を再度導き出そうとするものです。 
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２．現行のアセットマネジメントの概要について 

平成２９年度（2017年度）に策定した、現行のアセットマネジメントの概要は以下のとおりであり、

計画期間を平成２８年度（2016年度）から４０ヵ年としています。 

（１）資産の将来見通し 

本市の資産の将来見通しについて、浄水場施設の「構造物及び設備」と配水管路の「管路」に

分類して検討を行ないました。なお、健全度の区分は表－１のとおりです。 

表－１ 健全度の区分 

名  称 算 式 

健全資産 経過年数が法定耐用年数以内 

経年化資産 経過年数が法定耐用年数の 1.0～1.5倍 

老朽化資産 経過年数が法定耐用年数の 1.5倍超え 

 

１）「構造物及び設備」の資産の将来見通し 

「構造物及び設備」の対象施設は、守口市浄水場と東郷配水場の 2 施設であり、資産は全体

で約１６０億円となります。これら施設の大半は、表－２のとおり昭和３４年度（1959 年度）から昭和

５２年度（1977 年度）までの１９年間にわたり建設した施設で、今後、これら施設の計画的な更新

が必要となるものです。 

これら資産の更新を、計画期間の４０年間行なわなかった場合の表－１の区分による現有資産

の健全度は、表－３のとおりで、現有資産（約１６０億円）のうち、平成２７年度(2015 年度)の健全

資産は６１．３％（９８億円）、経年化資産は２５．０％（４０億円）、老朽化資産は１３．７％（２２億円）

となります。この状況が４０年後の令和３８年度（2056 年度）には、健全資産が占める割合は９．

２％（資産額１５億円）、経年化資産３５．４％（資産額５６億円）、老朽化資産５５．４％（資産額８９

億円）となり、更新対象は全体の９０．８％（資産額１４５億円）にまで及ぶものです。 

 

表－２「構造物及び設備」の取得年度及び帳簿原価（現在価値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７次(2次変更)拡張事業 
共同取水施設建設事業 
平成 19年度(2007年度)
～25年度(2013年度) 
約２２億円 

第４次～第７次拡張事業 
昭和 34年度～52年度 
約６０億円 

第７次(変更)拡張事業 
高度浄水施設建設 
平成１０年度（1998年度） 
約７８億円 
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表－３「構造物及び設備」の健全度の推移 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

２）「管路」の資産の将来見通し 

「管路」の総資産は約３１２㎞であり、取得年度別での布設延長をグラフ化すると表－４のとおり

となります。特に、昭和４６年度（1971年度）から平成元年度（1989年度）の拡張期において、現在

の更新延長（年間約 3，000ｍ）の２倍から５倍に当たる延長を布設しており、これら拡張期に布設

した管路が法定耐用年数（４０年）を超過し、今後、更新のピークを迎えることとなります。なお、

「管路」の管種区分は、取水導水管・配水本管・配水支管に分類し管種別の資産は、表－５のと

おりとなります。 

表－４ 年度別管路布設延長 
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～第４次配水管整備事業） 

昭和４６年度(1971年度)～ 

平成元年度(1989年度) 

年間の布設延長は、現在の

更新延長の２～５倍に及ぶ。 

平成２７年度 
経年化・老朽化資
産は 38.7％ 更新対象施設は、全

体の 90.8％に及ぶ 
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表－５ 管路種別毎の資産状況（単位：m） 

 高級鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 鋼  管 ＨＩＶＰ管 計 

取水導水管  ３４０   ３４０ 

配水本管 ７３３ ４４，８４０ ５８  ４５，６３１ 

配水支管 １，１６４ ２５９，５２２ １７７ ５，７１９ ２６６，５８２ 

計 １，８９７ ３０４，７０２ ２３５ ５，７１９ ３１２，５５３ 

 

「管路」（総資産延長約３１２㎞）のうち、更新を行わなかった場合の令和３８年度（2056 年度）ま

での健全度の推移は、表－６のとおりです。平成２７年度（2015 年度）の健全管路は７２．５％（資

産延長約２２６㎞）、経年化管路は２７．２％（資産延長約８５㎞）、老朽化管路は０．３％（資産延長

約１㎞）であり、更新対象管路は３０％にも満たないですが、今後、拡張期に大量に布設された配

水管が法定耐用年数を超過するため、４０年後の平成６８年度(2056 年度)には、健全管路は無く

なり、経年化管路は３３．３％(資産延長約１０４㎞)、老朽化管路は６６．７％(資産延長約２０８㎞)と

なって、全管路が更新対象となります。 

表－６ 管路の健全度の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）更新需要の算定及び資産の見通し 

これまでの資産の将来見通しを把握したうえで、更新需要の算定を行うこととします。 

更新需要の算定においては、今後の浄水場のあり方を踏まえ、現浄水場を更新する浄水場整

備(案)と企業団との事業統合を踏まえた広域化により、企業団から全面的に浄水の受水を受け供

給するための施設整備(案)（以下「浄水受水(案)」という。）について更新需要及び財政収支の見

通しを行い、何れの案を推進すべきか検討を加えるものです。 

更新需要の考え方として、仮に法定耐用年数で更新した場合、結果的に初期投資と同様に更

新需要の山ができ投資と財源のバランスが崩れることから、更新需要の平準化を行ない投資と財

源のバランスを図るため表－７、表－８に示す実使用耐用年数を採用し更新需要の算出を行な

いました。 

 

平成２７年度経年化・ 
老朽化資産は 27.5％ 

全ての管路が更新対
象となる 
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表－７「構造物及び設備」の実使用耐用年数 

工 種 法定耐用年数 実使用耐用年数 

建 築 ６０年 ７０年 

土 木 ６０年 ８０年 

電 気 １５年 ３０年 

機 械 １５年 ２５年 

計 装 １５年 ２０年 
 

                   表－８「管路」の実使用耐用年数 

管路区分 管  種 法定耐用年数 更新基準の設定例 実使用耐用年数 

取水導水管 ダクタイル鋳鉄管 ４０年 ８０年 ８０年 

配水本管 高級鋳鉄管 ４０年 ５０年 ６２～６３年 

〃 ダクタイル鋳鉄管 ４０年 非耐震管６０年・耐震管８０年 ５５～７５年 

〃 鋼管（SUS管含む） ４０年 ７０年 ８０年 

配水支管 高級鋳鉄管 ４０年 ５０年 ４７～５５年 

〃 ダクタイル鋳鉄管 ４０年 非耐震管６０年・耐震管８０年 ４６～７４年 

〃 HIVP管 ４０年 ４０年 ４１～５４年 
 

この実使用耐用年数の考え方により、更新需要を平準化した場合の各資産の計画期間４０年

間の健全度の推移は以下のとおりです。 
 

１）「構造物及び設備」の健全度 

①－１ 浄水場整備（案）による健全度 

令和３年度(2021 年度)から令和２０年度(2038 年度)において、浄水場の更新を終えた時の総

資産は約２００億８千万円となります。また、４０年後の令和３８年度(2056年度)の健全化資産は、６

４．０％(１２８億５千万円)・経年化資産２３．２％（４６億６千万円）・老朽化資産１２．８％（２５億７千

万円）となります。 
 

表－９「構造物及び設備」の実使用耐用年数で更新した場合の健全度の推移（浄水場整備（案）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画的に更新することで、健全資産が
９．２％から６４％に改善し、耐震性の
高い施設を保有することとなる。 
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①－２ 浄水受水（案）による健全度 

令和３年度(2021 年度)から令和２０年度(2038 年度)において浄水場施設の更新を終えた時の

総資産は約７３億６千万円となります。また、４０年後の令和３８年度(2056 年度)における健全化資

産は８５．０％（６２億６千万円）・経年化資産６．０％（４億４千万円）・老朽化資産９．０％（６億６千

万円）となります。 

表－10「構造物及び設備」の実使用耐用年数で更新した場合の健全度の推移（浄水受水（案）） 

２）「管路」の健全度 

平成２８年度（2016 年度）以降、実使用耐用年数で平準化した更新により、４０年後の令和３８

年度(2056 年度)の「管路」の健全度は、健全管路５８．５％（１８３㎞）・経年化管路２７％（８４㎞）・

老朽化管路１４．５％（４５㎞）となります。 
 

表－11「管路」の実使用耐用年数で更新した場合の健全度の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画的に更新することで、
健 全 資産が０％から 
５８．５％に改善する。 

 

計画的に更新することで、健
全資産が９．２％から８５％に
改善し、耐震性の高い施設
を保有することとなる。また、
浄水場資産は５割強減少す
る。 



- 7 - 

 

（３）財政収支の見通し 

財政収支の算定においては、財政への変動要素として算定した更新需要と人口減少にともな

う有収水量を見込み、将来予測できる項目については予測値を、予測が困難な項目については、

平成２７年度（2015年度）の決算値で一定とし、厚生労働省が平成２５年（2013年）６月に公表した

「簡易支援ツール」により算出しました。 
 

１）料金を据置いた場合の財政収支の算定 

①－１ 浄水場整備（案） 

現在の供給単価で据置いた場合、収益的収支及び資本的収支によります資金残高は次のと

おりです。収益的収支は、基準年度の平成２７年度(2015 年度)には約１億２千万円の純利益を計

上し、以後、黒字基調ですが、平成３０年度(2018 年度)から実施予定（３カ年計画）の旧取水口・

導水路撤去工事が自己資金での対応となり期間中一時的に赤字となります。また、撤去工事完

了後の令和３年度（2021年）から２カ年は、再度黒字に復調しますが、令和５年度(2023年度)から

は慢性的な赤字となり、令和３７年度(2055年度)時点での累積赤字は約１７０億円となります。 

一方、資本的収支を踏まえた平成２７年度（2015 年度）の資金残高は、約１３億円でしたが、令

和１５年度(2033 年度)には資金が枯渇し、令和３７年度(2055 年度)には、約１２６億円の資金不足

に陥ることとなります。 

表－12 収益的収支及び資本的収支・資金残高（浄水場整備（案）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

①－２ 浄水受水（案） 

浄水場整備（案）と同様、平成２７年度(2015 年度)の供給単価で据え置きした場合、収益的収

支及び資本的収支による資金残高は次のとおりです。収益的収支は、令和５年度(2023 年度)以

降慢性的な赤字が続き、令和３７年度(2055 年度)時点の累積赤字は約２６３億円となります。また、

資本的収支を踏まえた資金残高については浄水場整備（案）と同様資金不足となることは明らか

で、資金は令和１９年度(2037 年度)に枯渇し、令和３７年度(2055 年度)には約２１３億円の資金不

足に陥ることとなります。 

 

約-１２６億円 
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表－13 収益的収支及び資本的収支・資金残高（浄水受水（案）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２）料金改定を考慮した場合の財政収支の算定 

財源確保の方策として、現在の料金水準や起債水準の妥当性を踏まえ、更新に必要な財源は

供給単価の水準設定により確保する考え方です。また、料金改定の考え方においては、料金の

安定性、料金原価の妥当性、期間的負担の公平性及び今後の経営状況を考慮して５カ年以上

を１つの改定期間とし、収益的収支及び資本的収支の改善となるように表－１４に基づき検討を

行ないました。 

表－14 料金改定算定基準 

計画期間において、事業継続可能な資金（資金残高８億円／年。災害時を想定し、維持管理経

費や修繕費等への経常的経費の支出に必要とする資金）を確保することを目標に料金改定を考

慮する。 

 

①－１ 浄水場整備（案） 

収益的収支は、料金据置きパターンと同様に旧取水施設の撤去工事による影響により、平成３

０年度(2018 年度)に赤字に転じるも撤去工事完了後の令和３年度（2021 年度）から２カ年は、再

度黒字に復調します。しかし、令和５年度(2023 年度)からは慢性的な赤字となり、令和９年度

（2027 年度）において累積赤字を出し、資金残高も目標とする額を維持することができなくなるた

め、前年度の令和８年度（2026 年度）に１回目の改定により、現行の供給単価を１０％増加（171.3

円）します。また、令和２４年度(2042 年度)に再び資金残高が目標額を下回ることから、前年度の

令和２３年度(2041年度)に２回目の改定として現行の供給単価を３５％増加(210.3円)します。しか

しながら、令和３３年度（2051 年度）には三度、資金残高が目標額を下回ることから、前年度の令

和３２年度(2050年度)に３回目の改定として現行の供給単価を４７％増加(229.0円)します。この結

果、収益的収支においては、料金据置きによります赤字を大幅に縮減することができ、資金残高

においても、目標額を維持することが可能となります。 

 

約-２１３億円 
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表－15 収益的収支及び資本的収支・資金残高（浄水場整備（案）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

①－２浄水受水（案） 

収益的収支は、令和１１年度(2029 年度)より累積赤字を出しますが、資金残高が目標とする額

を維持することができなくなるのが令和１３年度（2031 年度)からとなることから、前年度の令和１２

年度（2030年度）に１回目の改定により、現行の供給単価を１２％増加(174.4円)します。この改定

により、資金残高は目標額を維持することができるものの、令和２１年度(2039 年度)より再び目標

額を維持することができなくなるため、前年度の令和２０年度(2038 年度)に２回目の改定により、

現行の供給単価を５０％増加（233.7 円）します。しかしながら、令和２７年度(2045 年度)に三度、

資金残高が目標額を下回ることから、前年度の令和２６年度(2044 年度)に３回目の改定として現

行の供給単価を７０％増加(264.8 円)します。この結果、収益的収支においては、料金据置きによ

る赤字を大幅に縮減することができ、資金残高においても、目標額を維持することが可能となりま

す。 
 

表－16 収益的収支及び資本的収支・資金残高（浄水受水（案）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

約９億３千万円 
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３）供給単価の推移 

両案において試算した結果は表－１７のとおりで、何れの案においても、将来の水需要の推計

結果から料金改定が必要であることは明確ですが、浄水受水（案）が最も改定率が上昇する結果

となりました。 
 

表－17 供給単価の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）まとめ 

先の検討から、浄水場整備（案）の方が施設整備費において約７９億円（浄水場整備（案）総額

約４７１億円、浄水受水（案）総額約３９２億円）の増加が見込まれ、事業期間(４０カ年)で押し並べ

ると年間２億円弱の増加となりますが、浄水受水(案)において、受水費の単価(７５円／㎥)が今後

も継続された場合、全量受水に切り替わった後には、年間の受水費は８億円強の増加が想定さ

れ、給水原価を押し上げる最も大きな要因となっています。 

また、広域化の検討においては上記の問題に加え、統合条件においても資産の無償譲渡、職

員の取扱いなど多くの課題が山積しています。 

よって、これらの結果を踏まえれば、浄水場施設を含む自らの水道施設の効率的かつ安定し

た運営を最優先に、将来を見据えた施設規模にダウンサイジングを図るとともに耐震性の高い強

靱な施設への再構築を推し進めることが急務と考えます。 

以上のことから、当アセットマネジメントにおいては、将来的にも施設利用効率の高い浄水場へ

の再構築を行い、如何なる事態においても安定して供給し続ける体制を維持することが最善の策

として結論を見出したものです。 
 

３．大阪市との浄水場共同化事業に係る新たなアセットマネジメントの概要について  

この度、大阪市より提案のあった浄水場共同化事業については、表－１８の配置図に示すとお

りで本市水道局浄水場の南側、阪神高速守口線の南面に隣接する大阪市水道局庭窪浄水場の

既存施設のうち、本市の認可上の配水能力５９，３００㎥／日分の資産を取得し、水づくりの機能

を庭窪浄水場に移すものです。一方、現在の本市浄水場は、庭窪浄水場で製造した水道水を貯

えるための配水池と、市内へ水道水を安定的に供給するポンプ設備等を備えた配水場として再

構築する計画です。 

平成 28年度 
(2016年度) 
155.8円 

令和 8年度 
(2026年度) 
171.3円 
(10％増) 

令和 12年度 
(2030年度) 
174.4円 
(12％増) 

令和 20年度 
(2038年度) 
233.7円 
(50％増) 

令和 26年度 
(2044年度) 
264.8円 
(70％増) 

令和 23年度 
(2041年度) 
210.3円 
(35％増) 

令和 32年度 
(2050年度) 
229.0円 
(47％増) 
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表－18 大阪市との共同化イメージ図 

庭窪浄水場で製造した水道水は、

表－１８のとおり本市浄水場へ送水

するため、新たに送水管（計画口径

φ７００、延長約６５０ｍ）を布設する

計画です。 送水管は、本市浄水場

の主要配水池へ連絡し、庭窪浄水

場で製造した水により運用することと

なります。以後、本市浄水場施設の

うち水づくりの施設のみ停止した状

態で、運用しながら、順次配水場施

設に再構築を行なう計画です。 

次に共同化対象範囲については、

表－１９に示すとおりで、庭窪浄水

場への原水の取水口は２箇所ありま

すが、共同化の対象範囲                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

として、下流側の３者（企業団、大阪市、守口市）共同の取水施設以降分水井から浄水場を対象

範囲として、庭窪浄水場の施設能力（８０万㎥／日）に対し守口市の配水能力（５．９３万㎥／日）

を持分割合とするものです。 

 

 

表－19 共同化対象範囲イメージ図 
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４．財政収支の見通し 

この度のアセットマネジメントの改定は、現行のアセットマネジメントで見出した本市浄水場施設

の再構築（案）（以下、「浄水場整備（案）」という。）と、大阪市との浄水場共同化（案）（以下、「浄

水場共同化（案）」という。）について、計画期間における財政収支見通しにおいて何れの案が本

市にとって最も有意義な案であるかを以下のとおり検討したものです。 

（１）計画期間 

計画期間については、平成３１年度（2019 年度）から令和４０年度（2058 年度）までの４０ヵ年と

します。 

（２）更新財源確保の検討方法 

収益及び費用の変動に合わせて料金改定が適切に行われ、将来にわたり水道事業が健全経

営を維持できるかどうかを検討します。具体的には、現行のアセットマネジメントと同様に料金を据

え置く場合と、料金改定により財政収支の健全性を維持する財源確保の場合の２つのパターンで

算出し比較検討します。 

（３）財政収支の算定条件 

財政収支の算定にあたり、財政への変動要素として算定した更新需要と、人口減少にともなう

有収水量を見込み、将来予測できる項目については予測値を用い、また、予測が困難な項目に

ついては、過年度の実績を踏まえて算出します。 

その他、収益的収支・資本的収支、資金残高等のシミュレーションによる前提条件は、表－２０

のとおりとします。 

表－20 シミュレーションの前提条件 

１．原則事項 

平成３０年度（2018年度） 決算値（見込）とする。 

平成３１年度（2019年度） 
＊指定がある場合を除く 

・収益的収支は、過去の実績を踏まえたシミュレーションベースとする。 
・資本的収支は、整備事業費と改良事業費は予算（平成３１年度（2019年
度））ベースで、それ以外シミュレーションベースとする。 

令和２年度（2020年度）以降 下記の条件とする。 

２．収益的収入（３条） 
給水収益 ・平成２８年（2016年）３月公表の「守口市人口ビジョン」において、人口目

標として定めた将来人口予測に基づき将来有収水量を推計し、所定の供
給単価を乗じて、給水収益を算定する。 

受託工事収益 平成２６年度から平成３０年度（2018 年度）の過去５ヵ年の平均額で推計
する。 

その他の営業収益 平成２６年度（2014 年度）の数値はイレギュラーのため、平成２７年度
（2015 年度）から平成３０年度（2018 年度）の過去４ヵ年の平均額で推計
する。 

受取利息 平成３１年度（2019 年度）は実際の定期預金から利息を算定し、令和２年
度（2020 年度）まで同額とし、令和３年度（2021 年度）から令和１１年度
（2029年度）まで半額とする。令和１２年度（2030年度）以降は０円とする。 

他会計補助金 平成３０年度（2018年度）児童手当は、職員人数を除したものに計画職員
数を乗じる。 
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加入金 
 

平成２１年度（2009年度）から平成３０年度（2018年度）の過去10ヵ年間の
平均額が約１億円であることから、平成３1 年度（2019 年度）から令和１０
年度（2028年度）に掛けて１億円から８千万円まで減収するものとし、以降
は同額とする。 

長期前受金戻入 既存の取得資産の戻入額に新規で取得する資産に係る戻入額を加味し
て推計する。 

雑収益 平成２６年度（2014 年度）から平成３０年度（2018 年度）の過去５ヵ年間の
平均額で推計する。 

特別利益 見込まない。 
３．収益的支出 
職員給与費（退職給付金
含） 

平成３０年度（2018 年度）決算値（見込）に将来の昇級を加味して単価を
推計し、これに将来の人員計画に基づく職員数を乗じて推計する。 

賃金 配水及び給水費、総係費に係る賃金の平成２９年度（2017 年度）実績値
が将来にわたり継続するものとして推計する。その他賃金は見込まない。 

委託料 平成３０年度（2018 年度）実績値が将来にわたり継続するとして推計す
る。ただし、総係費のみ平成３０年度（2018 年度）がイレギュラーなので平
成２９年度（2017年度）で継続して推計する。 

修繕費 平成２６年度（2014 年度）から平成３０年度（2018 年度）の過去５ヵ年の平
均額で推計する。なお、原水及び浄水費は、平成２７年度（2015 年度）に
事故対応がありイレギュラーとして考慮していない。（平成２７年度（2015
年度）を除く過去４ヵ年の平均額）また、総係費は、平成３０年度（2018 年
度）は、災害による修繕が多額となりイレギュラーとして考慮していない。
（平成３０年度（2018年度）を除く過去４ヵ年の平均額） 

その他の経費 平成２６年度（2014 年度）から平成３０年度（2018 年度）の過去５ヵ年の平
均額で推計する。 

動力費 平成２６年度（2014 年度）から平成３０年度（2018 年度）の過去５ヵ年の平
均単価に年間計画配水量を乗じた値で推計する。 

薬品費 平成２６年度（2014 年度）から平成３０年度（2018 年度）の過去５ヵ年の平
均単価に年間計画配水量を乗じた値で推計する。 

受水費 平成２５年度（2013 年度）から平成３０年度（2018 年度）のうちイレギュラー
である平成２７年度を除いた過去５ヵ年の平均受水率を算定し、これを年
間計画配水量に乗じることで各年度の受水量を推計し、平成３０年度
（2018年度）受水単価（７２円／㎥）を乗じて推計する。 

貸倒引当金繰入額 平成２７年度（2015 年度）から平成２９年度（2017 年度）実績値の３ヵ年平
均額を用いる。（平成３０年度（2018 年度）は０円のため左記のとおりとす
る。） 

減価償却費 既存の取得資産に係る償却費に将来取得資産の影響を加味して推計す
る。平成３１年度（2019 年度）は、予算ベースによる数値、令和２年度
（2020 年度）以降は、既存施設に新規施設分を加えた値から算出されて
ものであるが、除却される資産に係る償却費はその除却される年度から控
除する。 

固定資産除却費 
 
 

将来の除却計画に基づき算定（既設資産の除却を見込む）するものとし、
この計画に配水管の除却費の過去５ヵ年平均額を加える。旧取水撤去に
関する除却については、環境調査委託や設計委託などは除却費に加
え、資産の除却費は特別損失に計上する。 

たな卸資産減耗費 見込まない。 

その他営業費用 
 支払利息及び企業債取
扱諸費 

既存の企業債利息に将来の企業債発行に係る影響を加味して推計す
る。 

退職給与金償却 平成３０年度（2018年度）残高の償却後は見込まない。 
雑支出 イレギュラーを除く平成２５年度（2013年度）から平成２９年度（2017年度）

の過去５ヵ年の平均額で推計する。 

特別損失 予め見込まれる施設撤去計画に基づき推計する。  
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４．資本的収入（税込） 
企業債 将来備えるべき必要資金を見込み、これに応じて起債比率を設定する。

過去５ヵ年における整備事業費と改良事業費の比率（８３．７％）を算出
し、今後の整備計画の事業費にこの比率を乗じた金額に平成２５年度
（2013年度）から平成２９年度（2017年度）までの過去５ヵ年の起債比率の
平均値（９１．２１％）を乗じた値とする。 

他会計出資金 将来備えるべき必要資金に応じて推計する。 
固定資産売却代金 平成２６年度（2014 年度）から平成３０年度（2018 年度）の過去５ヵ年の平

均額で推計する。 
他会計負担金 平成２６年度（2014 年度）から平成３０年度（2018 年度）の過去５ヵ年の平

均額で推計する。 
工事負担金 平成２５年度（2013 年度）から平成３０年度（2018 年度）のイレギュラーを

除く過去５ヵ年の平均額で推計する。 
国庫補助金 見込まない。 
資本的支出 
建設改良費 将来の投資計画に基づき、投資の平準化等を考慮して推計する。人件

費は、過去の実績を踏まえ職員給与費を基に算出する。整備費、改良費
は今後の整備計画の事業費による。ただし、平成３１年度は予算ベースと
し、令和２年度（2020年度）から２ヵ年は過去 5 ヵ年の平均値を採用する。
固定資産購入費は過去５ヵ年の平均額で推計する。 

企業債償還金 既存の企業債の償還金に将来発行する企業債の償還金を加味して推計
する。 

固定負債償還金 見込まない。 
退職給与金 見込まない。 
出資金 見込まない。 
 
（４）給水人口及び給水量の動向 

現行のアセットマネジメントと同様に、行政区域内人口から給水人口及び用途別有収水量を推

計し、計画期間中の給水収益の算出を行ないます。 

１）給水人口 

給水人口の推計結果は表－２１のとおりで、平成２８年（2016 年）３月策定された「守口市人口

ビジョン」の目標値を採用します。これは、将来人口の目標値が、他の推計結果に比べ減少傾向

にあり、将来の財政収支を見通す上で基礎となる数値であるため安全性を考慮したものです。 
 

表－21 給水人口の推計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推計値 実績値 

平成 30年度 
(2018年度） 

令和 2年度 
(2020年度) 
141，729人 

令和 22年度 
(2040年度) 
127，592人 

令和 32年度 
(2050年度) 
121，702人 



- 15 - 

 

２）給水量 

給水人口の減少とともに、給水量は節水意識の向上や節水機器の普及、民間企業等の事業

規模縮小などにより減少傾向にあり、平成３１年度（2019 年度）以降も減少傾向を示すものと想定

され、同様に各有収水量の動向は、生活用水（家事用）をはじめ、営業用、官公署及び学校用、

公衆浴場用等何れの用途においても減少しており、推計値の結果は、表－２２のとおりです。 

表－22 用途別有収水量推計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、平均給水量及び最大給水量の実績並びに推計値の結果は表－２３のとおりです。 

この推計から、令和４０年度（2058 年度）時点の１人１日当り平均給水量は２６７ℓとなり、平成３０

年度（2018年度）実績値（1人 1日当り平均給水量３０６ℓ）より約１３％減少すると想定されます。 

表－23 給水人口の推計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年度 
(2018年度） 

実績値 推計値 

49，525 

43，483 

44，254 

38，501 
35，301 

40，809 

348 

306 

329 

286 

318 

277 

35，777 

31，126 

307 

267 

推計値 実績値 

平成 30年度 
(2018年度） 

35，319 

31，486 
29，091 

25，729 
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（５）財政収支の検討 

浄水場整備(案)と浄水場共同化(案)の両案について、先の（３）財政収支の算定条件（表－２０

シミュレーションの前提条件）に従い、収益的収支、資本的収支・資金残高の試算を行ないます。

なお、試算においては料金（平成３０年度(2018 年度)供給単価１５４．４円）を据え置いた場合と、

一定条件の基に料金（供給単価）を改定した場合について以下のとおり検討を行ないました。 
 

１）料金据置パターン 

①－１ 浄水場整備（案） 

現在の供給単価で据え置いた場合、収益的収支及び資本的収支を踏まえた資金残高は次の

とおりです。収益的収支は、平成３０年度(2018 年度)から実施している旧取水口・導水路撤去工

事において特別損失が膨れ、平成３１年度（2019年度）に純損失約１億６千４百万を見込んでおり、

当該年度において一時的に赤字になるものと想定します。また、令和２年度（2020 年）から５カ年

程度は、黒字で推移するものと見込んでいますが、令和７年度(2025年度)からは慢性的な赤字に

陥り、令和４０年度(2058年度)時点での累積欠損金は約１３１億５千５百万円と想定します。 

一方、平成３０年度（2018 年度）時点の資金残高は、２０億５百万円でしたが、令和１１年度

(2029年度)には資金が枯渇するものと見込まれ、令和４０年度(2058年度)には、約１２６億８千２百

万円の資金不足に陥ることが想定されます。 

表－24 収益的収支・資金残高（浄水場整備（案）） 
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表－25 収益的収支・資本的収支・キャッシュフロー計算書（浄水場整備（案）） 
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①－２ 浄水場共同化（案） 

浄水場整備（案）と同様、現在の供給単価で据え置きした場合、収益的収支及び資金残高は

次のとおりです。 

収益的収支は、浄水場整備（案）と同様に旧取水口・導水路撤去工事において特別損失が膨

れ、平成３１年度（2019 年度）は純損失約１億６千４百万を見込んでおり、自己資金での対応とな

ることから期間中一時的に赤字となります。また、共同化後、令和１０年度(2028 年度)に企業団浄

水場から取水のための導水管及び排泥処理のための排泥管が不要となり、撤去することで特別

損失が膨れ、純損失約１億６千７百万円を見込んでおり、自己資金での対応となることから期間中

一時的な赤字となりますが、令和１４年度(2032 年度)ごろまで黒字で推移するものと見込まれます。

しかしながら、令和１５年度（2033 年度）以降慢性的な赤字に陥り、令和４０年度（2058 年度）時点

の累積欠損金は、約６４億８千３百万円と想定します。また、資金残高については、令和１６年度

（2034 年度）ごろまで黒字で推移するものと見込まれ、令和１７年度（2035 年度）から資金は枯渇

し、令和４０年度(2058年度)には約６１億１百万円の資金不足に陥ることが想定されます。 
 

両案の試算から、令和４０年度(2058 年度)時点での資金不足額は、浄水場整備（案）が約１２６

億８千２百万円、浄水場共同化（案）が約６１億１百万円と浄水場整備（案）の方が圧倒的な資金

不足を招くこととなります。このような資金不足を回避するには、一定収益を確保することが必要で

あり次に水道料金の改定を考慮した検討を行い、更新需要に伴う必要財源の確保について検討

を行なうものです。 

 

表－26 収益的収支・資金残高（浄水場共同化（案）） 
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表－27 収益的収支・資本的収支・キャッシュフロー計算書（浄水場共同化（案）） 
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２）料金改定を考慮した財源確保パターン 

ここでの財源確保の方策としては、現在の料金水準や起債水準の妥当性を踏まえ、更新に必

要な財源は供給単価の水準設定により確保するという考え方で検討を行うものとします。 

また、料金改定の検討においては、料金の安定性、料金原価の妥当性、期間的負担の公平性

及び今後の経営状況を考慮して５カ年以上を１つの改定期間とし、収益的収支及び資本的収支

の改善となるように表－２８に示す考え方に基づき検討を行ないました。なお、平成２９年度（2017

年度）策定のアセットマネジメントでは、一定の資金（８億円／年）を確保することで供給単価を算

出していましたが、過去の料金改定の実績を踏まえ表－２８のとおり、料金改定の考え方を改める

ものです。  

表－28 料金改定の考え方 

 

②－１ 浄水場整備（案） 

先の料金改定の考え方に基づき料金改定の時期及び改定後の単価について検討を行なった

結果、表－２９のとおり計画期間において段階的な料金改定が必要であると考えます。 

表－29 料金改定の推移（浄水場整備（案）） 
 

 改定年度 改定後の単価 

１回目 
令和 ８年度 

（2026年度) 
１６７．３円 

２回目 
令和１３年度 

（2031年度） 
１７５．７円 

３回目 
令和１８年度 

（2036年度） 
１９０．１円 

４回目 
令和３３年度 

（2051年度） 
１９５．２円 

５回目 
令和３９年度 

（2057年度） 
２０５．９円 

 

 

 

 

 

 

 

条

件

設

定 

① 

今回の財政シミュレーション期間である令和４０年度（2058 年度）までの４０年間、健全な経営を

維持できるように料金改定を行なうものとし、「水道料金算定要領」（（公社）日本水道協会 平成

２７年（2015年）２月）を参考に算定期間は５年とする。 

② 
収支見通しにおいて、資金不足の発生が見込まれる年度に改定を実施し、算定期間において

資金不足を解消できる改定額とする。 

③ 資金不足は、累積欠損金の発生やキャッシュフローを総合的に考慮して判断する。 

④ 
市民の料金負担を最小限に抑える改定であること。なお、一定額の余剰金が発生するような想

定はしない。 
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この改定により収益的収支・資金残高の推移は、表－３０のとおり改善されることとなります。 

 

表－30 収益的収支・資金残高（浄水場整備（案）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度（2026年度）

料金改定 

令和 13年度（2031年度）

料金改定 

令和 18年度（2036年度）

料金改定 

令和 33年度（2051年度）

料金改定 

令和 39年度（2057年度）

料金改定 
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表－31 収益的収支・資本的収支・キャッシュフロー計算書（浄水場整備（案）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 23 - 

 

②－２ 浄水場共同化（案） 

先の浄水場整備（案）と同様に、料金改定の考え方に基づき料金改定の時期及び改定後の単

価について検討を行なった結果、計画期間全般において浄水場整備（案）に比べ表－３２のとお

り改定の時期が後年度に先送りされるとともに、改定幅も軽減されるものと考えます。 

表－32 料金改定の推移（浄水場共同化（案）） 

 改定年度 改定後の単価 

１回目 
令和１４年度 

（2032年度) 
１６２．６円 

２回目 
令和１９年度 

（2037年度） １７１．３円 

３回目 
令和２６年度 

（2044年度） 
１７４．７円 

４回目 
令和３４年度 

（2052年度） 
１７９．６円 

 

表－33 収益的収支・資金残高（浄水場共同化（案）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－３４ 収益的収支・資本的収支・キャッシュフロー計算書（浄水場共同化（案）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 14年度（2032年度）

料金改定 

令和 19年度（2037年度）

料金改定 

令和 26年度（2044年度）

料金改定 

令和 34年度（2052年度）

料金改定 
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表－34 収益的収支・資本的収支・キャッシュフロー計算書（浄水場共同化（案）） 
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５．検討結果のとりまとめ 

今回のアセットマネジメントの改定（案）においては、平成２９年度（2017 年度）策定のアセットマ

ネジメントによって、浄水場施設の事業方針が決定した独自の浄水場整備（案）と今回新たに大

阪市から提案のあった浄水場共同化（案）について比較検討を行い、直面する課題の解決に向

け最も効果的な検討案を導き、将来にわたり健全な事業運営を推進することが最大の目的です。   

特に浄水場共同化（案）においては、昨年１０月下旬より大阪市と精力的に協議を行い、共同

化に向けての条件設定を基に、精緻な財政シミュレーションを策定するとともに、施設の継続的な

更新及び耐震化の備えなど課題解決に向けた方策を見出し、本市の事業運営を再編する共同

化の意義について検討を重ねてきました。これらの検討の結果のとりまとめについては、表－３５

に示すとおりであり、以下各項目の詳細について考察を加えるものです。 

表－35 浄水場整備（案）及び浄水場共同化（案）検討結果 

項 目 浄水場整備（案） 浄水場共同化（案） 

 

内 容 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

（１）建設改良費 

平成 31年度（2019年度） 

～令和４０年度（2058年度） 

※配水施設除く 

約１２８億円（税込） 約７２億円（税込） ▲５６億円４４％減 

（２）維持管理費 

令和６年度（2024年度） 

～令和４０年度（2058年度） 

※配水施設除く 

約８４億円（税抜） 
（約２．４億円/年（税抜）） 

約６０億円（税抜） 
（約１．７億円/年（税抜）） 

▲２４億円２８％減 

（▲７千万円/年） 

（３）給水原価の推移 平成３０年度（2018年度） 

     １４７．４４円 

令和１１年度（2029年度） 

     １７０．７４円 

 

令和４０年度（2058年度） 

     ２１２．３７円 

平成３０年度（2018年度） 

     １４７．４４円 

 

令和１７年度（2035年度） 

     １７１．１６円 

令和４０年度（2058年度） 

     １９４．０５円 

 

 

 

 

 

▲１８．３２円 

８．６％減 

（４）供給単価の推移 
 

１回目：令和 ８年度（2026年度） 

      １６７．３円 

２回目：令和１３年度（2031年度） 

      １７５．７円 

３回目：令和１８年度（2036年度） 

      １９０．１円 
 

４回目：令和３３年度（2051年度） 

      １９５．２円 

５回目：令和３９年度（2057年度） 

      ２０５．９円 

 

 

１回目：令和１４年度（2032年度） 

      １６２．６円 

２回目：令和１９年度（2037年度） 

      １７１．３円 

３回目：令和２６年度（2044年度） 
      １７４．７円  
４回目：令和３４年度（2052年度） 

      １７９．６円 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

▲２６．３円 

１２．８％減 
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（５）企業債残高の推移 平成３１年度（2019年度） 

１０，８１７百万円 

令和４０年度（2058年度） 
１０，９０５百万円 

平成３１年度（2019年度） 

１０，８１７百万円 

令和４０年度（2058年度） 
９，２８０百万円 

 
 

▲１，６２５百万円 

１５％減 

（６）耐震化の状況 【浄水施設】 

平成３１年度（2019年度）：0％ 
 

令和１２年度（2030年度）：57.7％ 

令和２０年度（2038年度）：100％ 

【配水池】 
平成３１年度（2019年度）：16.7％ 

 

令和１２年度（2030年度）：24.5％ 

令和２０年度（2038年度）：83.9％ 
【基幹管路】 

平成３１年度（2019年度）：31.8％ 

令和４１年度（2059年度）：100％ 

【浄水施設】 

平成３１年度（2019年度）：0％ 
令和 ６年度（2024年度）：30％ 

 

令和２０年度（2038年度）：60％ 

【配水池】 
平成３１年度（2019年度）：16.7％ 

令和１１年度（2029年度）：32.0％ 

 

令和２０年度（2038年度）：83.9％ 
【基幹管路】 

平成３１年度（2019年度）：31.8％ 

令和４１年度（2059年度）：100％ 

浄水場共同化（案）

の耐震化において

令和２０年度（2038

年度）時点で、耐震

化済みの施設能力

が、大阪市と守口市

の 平 成 ２ ９ 年 度

（2017 年度）の１日

最大給水量の実績

を上回る見込みであ

る。 
 
（１）建設改良費 

計画期間中の施設整備に関する建設改良費の比較であるが、ここでは何れの案の場合も配水

施設の整備や配水管の整備は同規模で必要となることから、比較においてはこれらの整備を除く

浄水施設に限定して比較した結果を示しています。この検討結果は、先の表－３５のとおりで浄

水場整備（案）に比べ浄水場共同化（案）の方が約５６億円安価になることが想定されます。なお、

浄水場共同化（案）の建設改良費の内訳は、表－３６のとおりです。 

表－36 浄水場整備費内訳 

 浄水場整備（案） 浄水場共同化（案） 備考 
浄水場整備費 約１２８億円 －  

共
同
化
事
業
費 

浄水場資産取得 － 約２５億円 令和５年度（2023 年度）帳

簿価格に守口市持分割

合を乗じ試算する。 

新設送水管整備費 － 約７億円 計装機器類含む。 

施設更新事業費 － 約４０億円  

計 約１２８億円 約７２億円 ▲５６億円 ４４％減  
（２）維持管理費 

 維持管理費の比較においては、浄水場共同化（案）による大阪市庭窪浄水場から浄水処理後

の水を、本市浄水場へ供給するための新設送水管（口径φ７００、延長約６５０ｍ）の設置を行い、

供給可能な時期が最短で、令和６年度（2024 年度）からと想定しています。よって、当該年度から

計画期間中の維持管理費について、双方比較した結果、浄水場共同化（案）の方が全体で約２４

億円（７千万円／年）安価になる想定です。なお、主な維持管理費の内訳は、表－３７のとおりで、

庭窪浄水場の施設管理（運転及び維持管理全般）においては、水道法第２４条の３に基づく第三

者委託により、包括的な委託契約を結び水道法上の責任を大阪市で受け持つこととなります。よ

って、受託する大阪市は水道の管理について技術上の業務を担当させるため受託水道業務技

術管理者 1人を置くこととなります。なお、大阪市では、平成１８年（2006年）１２月に認証取得して

いました浄水場の ISO９００１品質管理マネジメントをベースに水安全計画やその他の取り組みを

統合した大阪市独自の水安全マネジメントシステムを構築し、平成２０年（2008年）１２月に ISO２２

０００食品安全マネジメントシステムの認証を取得し高度な精度管理を行っています。 
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表－37 主な維持管理費内訳 

項  目 浄水場整備（案） 浄水場共同化（案） 備  考 
変

動

費 

動力費 約１７億円 約２２億円 送水量で按分 

薬品費 約６億円 約６億円 同上 

固
定
費 

 

第三者委託 － 約２５億円 
浄水場共同化（案）は、第三者委託にて

大阪市で運転管理を行う 

運転管理費 約１３億円 － 
運転管理委託において浄水処理分を削

減 

その他 約１７億円 － 粒状活性炭入替委託等を削減 

委託料 約３０億円 約２５億円  

修繕費・負担
金等 

約３１億円 約７億円 共同化事業への移行により削減 

令和６年度（2024年度） 

～令和４０年度（2058 年

度）の合計金額 
約８４億円 約６０億円 

共同化事業への移行による効果 

▲２４億円（▲２８％） 

年平均金額 約２．４億円 約１．７億円 
共同化事業への移行による効果 

▲７千万円 

 

（３）給水原価の推移 

両案の計画期間中の財政シミュレーションの結果、給水原価は浄水場整備（案）の場合、資金

残高が枯渇する令和１１年度（2029年度）において平成３０年度（2018年度）と比べ、約１６％の増

加となり、４０年後の令和４０年度（2058 年度）には、約４４％に増加する想定です。また、浄水場

共同化（案）の場合、資金残高が枯渇するのは浄水場整備（案）より６ヵ年後の令和１７年度（2035

年度）の見込みで約１６％増加し、４０年後の令和４０年度（2058 年度）には約３２％の増加で留ま

る想定です。 

表－38 給水原価の推移（グラフ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒ４０(2058）212.37 円 
(44.0％増) 

Ｈ30(2018） 
147.44 円 

Ｒ1１(2029）170.74 円 
(15.8％増) 
※資金残高が枯渇 

Ｒ17(2035）171.16 円 
(16.1％増) 
※資金残高が枯渇 

Ｒ４０(2058）194.05 円 
(31.6％増) 

配水場再編に伴い旧施設の撤去
が集中し、特別損失が膨れたこと
により一時的に給水原価が増加 
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（４）供給単価の推移 

先の財政シミュレーション（４．財政収支の見通し）の結果、計画期間において必要な財源を

確保するため、料金改定を想定した供給単価の推移は表－３９に示すとおりです。改定の時期に

ついては浄水場整備（案）が１回目、令和８年度（2026 年度）に対し、浄水場共同化（案）が令和１

４年度（2032 年度）と概ね６ヵ年先送りできる見込みであり、計画期間中の改定幅も少なく４０年後

の令和４０年度(2058年度）の供給単価の上がり幅は、浄水場整備(案）で約３３％増加が見込まれ

るのに対し、浄水場共同化(案）は約１６％となりスケールメリットによる効果が十分発揮できる結果

となっています。 

表－39 供給単価の推移（グラフ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（５）企業債残高の推移 

水道施設の建設は一般に短期間に集中的な投資を要し、また、事業効果が長期にわたるため、

外部資金である企業債を調達し、世代間の負担を公平に図ろうとするものです。両案による事業

費及び企業債残高については、表－４０のとおりです。 

表－40 事業費・企業債残高の比較 

項目 浄水場整備(案）① 浄水場共同化(案）② 差（②－①） 

総事業費 約４９６億円 約４４０億円 ▲５６億円（▲１１．３％） 

企業債残高 約１０９億円 約 ９３億円 ▲１６億円（▲１４．９％） 

 今回のシミュレーションにおける企業債の充当率は、過度な借入とならないよう過去の実績を踏

まえ充当率を定めており、企業債の借入の対象となる総事業費は、浄水場共同化（案）の方が５６

億円安価となり、４０年後の企業債残高においても、同様に１６億円安価になるものと想定されま

す。 
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（６）耐震化の状況 

本市の場合、浄水場施設が系統化された施設形態となっていないことから、取水施設、高度浄

水処理施設、薬品処理施設など、単体での耐震化施設を含んでいても一連の水処理システムが

耐震化されていない場合、耐震化率の評価ができず実質浄水場施設の耐震化率は０％となって

います。浄水場整備（案）の場合、系統化することを前提に１系統が耐震化される令和１２年度

（2030年度）に耐震化率が概ね５７％に達し、更新が完成予定の令和２０年度（2038年度）には耐

震化率が１００％に到達する見込みです。 

一方、浄水場共同化(案）においては、大阪市庭窪浄水場施設は、３系統に分かれており、既

にそのうちの１系統分、施設能力にして３０％分（施設能力８０万㎥/日中、耐震化分２４万㎥/日）

が、平成２９年度（2017 年度）末時点で耐震化されているため、庭窪浄水場から本市浄水場への

新設（耐震性）送水管（口径φ７００）が布設され、供用開始された段階（令和６年度（2024 年度）

予定）で、耐震化率３０％を確保することとなります。 

大阪市庭窪浄水場の次の系統の耐震化については、大阪市において令和9年度（2027年度）

末まで予定されている他の浄水場（豊野浄水場、柴島浄水場）1 系統ずつの耐震化の後になりま

すが、浄水場整備（案）で更新が完了予定の令和 20年度（2038年度）頃には、本市として耐震化

率 60%を確保できる見込みであり、その時点の両市の耐震化された施設能力の合計が、既に平

成 29 年度（2017 年度）実績による両市の一日最大給水量の実績値を上回ることが見込まれます。 

このことは、災害時等非常時における水の手当が浄水場の共同化によって、段階的かつ早期に

実現することが可能となり、本市にとって最大のメリットと言えます。 

表－41 施設耐震化イメージ 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同化開始と同時に耐震化率３０％を確保 

2030年度（令和１２年度）まで 
耐震化率は０％ 

※大阪市及び守口市の
耐震化された施設能
力の合計が、両市の
平成２９年度（2017 年
度）の１日最大給水量
を上回る見込み 
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また、配水池においては、両案とも令和２０年度（2038 年度）において、現浄水場内では耐震

化率１００％となる想定（東郷配水場は次期対象施設で全体の配水池となれば８３．９％となる。）

でありますが、耐震化率アップの段階的なペースは浄水場共同化（案）の方が早いと想定してい

ます。最後に基幹管路においては、令和３年度（2021年度）より、第１０次配水管整備事業により、

更新ペースをこれまでの年間更新延長３ｋｍから４ｋｍに上げて耐震化率の向上に向け対応を図

ります。しかしながら、基幹管路全体の耐震化率を１００％にするには、４０年以上掛かることから、

非常時における水の確保を優先し、災害時における重要施設への給水ルートの耐震化率１００％

を目標（目標年度を令和１５年度（2033 年度）とする。）に、今後、具体的な実施計画の策定を行う

ものです。何れにしても、基幹管路の耐震化のペースは両案とも同様の推移となるものです。 
 

（７）施設整備別検討結果のまとめ 

これまでの検討の結果、更新事業費、維持管理費ともに大阪市との浄水場共同化（案）の方が

安価となり、給水原価、供給単価の推移においても、計画期間を通じて最も安定した推移を示し、

需要者への負担も将来にわたり最小限に留めることが可能と言えます。さらに、災害時等非常時

の備えも単独で浄水場を整備する場合と比べ、大阪市側のスケールメリットを享受することができ、

水道が有すべき「安全」（「水道水の安全の確保」）、「強靱」（「確実な給水の確保」）、「持続」（供

給体制の持続性の確保」）の安定性が増し、将来にわたり健全な事業運営を達成することが期待

できるものです。 
 

６．おわりに 

この度の大阪市との浄水場の共同化は、今後、本市の水道事業の健全かつ安定的な運営を

継続する上で、最も有意義な提案であったと言えます。この提案を受けた最大の要因は、府域の

水道を一元化する取組みである「府域一水道に向けた水道のあり方協議会」の発足により、水道

の基盤強化の方策として広域連携への取組みがクローズアップされたことによります。この取組み

において府下の水道事業者が抱える課題を解消するため、水道基盤強化の一環として水道事業

者間の広域的連携の取り組みにおける先進的な事例として、大阪市水道局が率先して提案して

くれたことにより実現に向けた検討ができたと言えます。 

一方、水道事業の基盤強化の推進は、人口減少化において給水量の減少及び給水収益の減

少が将来にわたり想定され、老朽化した施設の増大する更新を実施する中で発生確率が高いと

される南海トラフを震源とする大規模地震や台風、豪雨による風水害の備えなど、災害時を踏ま

えた非常時の対応は必要不可欠であると考えます。 

しかしながら、これら水道事業が抱える課題を早期に解決するのは困難を極め、ましてや我々

の水道事業体を含む府下の多くの中小規模の水道事業体が単独で対応するには限界がありま

す。このような共通する課題を解決し、水道基盤の強化を図るために昨年１２月に可決成立した

水道法の改正においては、国・都道府県・水道事業体それぞれの役割が明確に示され、水道基

盤強化の方策として、広域化に向けた取組みをそれぞれの役割のもとに推進することが求められ

ています。 
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本市においても、単独で浄水場を整備することは、財政的にも組織的にも将来にわたり非常に

厳しい状況であったことは言うまでも無く、千載一遇の出来事であったと言えます。 

今回、水道法の改正も相俟って、府下の水道事業のあり方について熱を帯び、大阪府を母体

とする「府域一水道」に向けた府下の水道事業体の一体的な取組みの中で、大阪市からの提案

は、将来の府域一水道に向けた広域的な取組みの一翼を担うものと考えます。 

このように、水道事業における運営方針を、これまでの本市独自の浄水場施設運営から大きく

転換し、大阪市との浄水場共同運営に変更して、引続き守口市域への良質かつ低廉な水の安定

した供給を継続し、災害等非常時においても最低限必要とする水の確保ができる強靱な水道シ

ステムの構築を早期に実施するため、この度「守口市水道局アセットマネジメント（改定版）」を策

定すると共に、当計画に沿って今後具体的な事業を着実に推進し、多様化する市民ニーズに責

任を持ってお応えしていきたいと考えています。 

以上 


